
令和４年度 

― 福井市では市内での創業を応援するため、初期費用の一部を支援します。 ― 

対象者 

【移住・定住部門】（以下の要件を全て満たす者） 

・交付決定日以降、令和５年３月３１日までに事業を開始し代表となる者 

・市内に主たる事業所を設置する者 

・交付申請日の属する年度の前年度の４月１日から創業日の前日までの間に県外から市内に移住し、創業日

から３年間市内に居住する者 

【地域の魅力発信部門】（以下の要件を全て満たす者） 

・交付決定日以降、令和５年３月３１日までに事業を開始し代表となる者 

・市内に主たる事業所を設置する者 

・北陸新幹線開業に向けて、地域の魅力を発信することを目的とした小売業又は飲食業を開始する者 

・創業日から３年間市内に居住する者 

主な要件 

１．事業に必要となる許認可等を受けていること又は創業までに受ける見込みであること 

２．平成３１年４月１日以降、次の （１）～(４)のいずれかに該当すること 

（１） 福井発！ビジネスプランコンテストでの発表に基づく事業 

（２） ふくい魅える化プロジェクト XSCHOOL/XSTUDIO での発表に基づく事業 

（３） ＤｉｓｃｏｖｅＲｅ－ＦＵＫＵＩでの発表に基づく事業 

（４） Ｉｎｔｅｒｗｅａｖｅでの発表に基づく事業 

（５） 福井市創業支援等事業計画で定める特定創業支援等事業の認定者 

特定創業支援等事業 実施機関 問い合わせ先 

ワンストップ相談窓口 福井商工会議所 0776-33-8283 

開業をテーマにしたセミナー 

創業ハンズオン支援 NPO法人アントレセンター 0776-67-7344 

創業相談窓口/伴走型巡回相談 福井東商工会 0776-41-0206 

福井北商工会 0776-56-1610 

福井西商工会 0776-98-5555 

３．事業について、国、県、市等から、同一の経費について同種の補助金を受けていないこと 

４．支店・支社・フランチャイズチェーン店、のれん分け等としての事業でないこと 

補助限度額 上限１００万円以内（補助率１/２） 

補助対象経費 

・工事費 ・設備費 ・備品購入費（車両及び汎用性のある物品を除く） 

・商品開発費 ・広告宣伝費 ・会社設立経費 

※交付決定日以降に着手（発注等）した経費が補助対象となります。 

募集件数 合計２件（移住・定住部門１件、地域の魅力発信部門１件） 

募集期間 ８月１０日(水) ～随時   

対象者の決定 書類審査および審査会（プレゼンテーション形式）により決定 

申請方法 

・ホームページに掲載の募集要領を確認の上、申請をお願いします。 

・申請書等必要書類を福井市役所商工振興課まで、事前連絡の上、お持ちください。 

・申請書等の様式は、窓口、ホームページにて配布しております。 

その他 ・創業後は確定申告又は決算ごとに３回、中小企業診断士によるフォローアップ面談を受けていただきます。 

 

 【お 問 い 合 わ せ】 福井市 商工労働部 商工振興課（福井市手寄１－４－１ アオッサ５階） 

           ＴＥＬ：０７７６-２０-５３２５ / Ｍａｉｌ：syoukou@city.fukui.lg.jp 

 


